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支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範に関する 

実務上の留意事項等について 
 

 

 

当取引所では、今般の規則改正において、上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備の一

環として、支配株主による権限濫用を防止する観点から、上場会社がその支配株主との間で重要な取引等を行

う場合について一定の手続きの実施を求めるなど、企業行動規範（遵守すべき事項）に新たな規定を設けるこ

ととしました。 

そこで、下記のとおり、新設された企業行動規範に係る実務上の留意事項等を取りまとめましたので、上場

会社各位におかれましては、規則改正の内容及び本留意事項を十分にご確認のうえ、適切にご対応くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

 

１．支配株主との重要な取引等に係る遵守事項 
（１）制度の概要 

支配株主を有する上場会社は、当該上場会社又はその子会社等の業務執行を決定する機関が、支配株

主その他当取引所が定める者が関連する重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、当該

決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害関

係を有しない者による意見の入手を行うものとするほか、必要かつ十分な適時開示を行うことが義務づ

けられます。 

【適時開示等規則第38条の２、同取扱い18の２】 

 

※ 「支配株主」とは、親会社又は上場会社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者とし

て適時開示等規則で定める者（上場会社の主要株主（親会社を除く。）のうち、自己の計算におい

て所有している上場会社の議決権と、当該主要株主の近親者並びに当該主要株主又は当該近親者が

議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等（会社、指定法人、組合その他これらに

準ずる企業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）及び当該会社等

の子会社が所有している上場会社の議決権の合計が過半数を占めている場合）をいいます。 

【適時開示等規則第２条第２号ｇ】 

※ 「少数株主」とは、支配株主その他当取引所が定める者（後述）以外の株主をいいます。 

※ 上場会社が、本規定に違反した場合には、公表措置、改善報告書の徴求又は特設注意市場銘柄へ

の指定など所定の措置を講ずることがありますのでご留意ください。 

 

 

 次の①又は②のいずれかに該当する場合には、本留意事項の内容について特にご注意ください。 

① 支配株主を有する上場会社 

② 他の上場会社の支配株主に該当する上場会社 
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（２）実務上の留意事項等 

① 企業行動規範に定める手続きの実施が必要となる場合 

 

以下のａ．及びｂ．の両方の条件を満たす場合に、企業行動規範に定める手続きを実施することが必

要となります。 

ａ．上場会社又はその子会社等が重要な取引等を行うことについての決定をする場合 

ｂ．前ａ．の取引に支配株主その他当取引所が定める者が関連する場合 

 

 

【重要な取引等】 

※ 「重要な取引等」とは、下表に掲げる上場会社又はその子会社等の決定事実のうち、上場会社

が適時開示を行う必要があるものをいいます。 

 

上場会社の決定事実 上場会社の子会社等の決定事実 

 

・ 第三者割当による募集株式等の割当て 

・ 自己株式の取得  

・ 株式交換  

・ 株式移転  

・ 合併  

・ 会社分割  

・ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

・ 新製品又は新技術の企業化  

・ 業務上の提携又は業務上の提携の解消  

・ 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は

取得その他の子会社等の異動を伴う事項  

・ 固定資産の譲渡又は取得  

・ リースによる固定資産の賃貸借  

・ 新たな事業の開始  

・ 公開買付け又は自己株式の公開買付け  

・ 公開買付け等に関する意見表明等  

・ ストック・オプションの付与  

・ その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又

は当該上場株券に関する重要な事項 

（例：全部取得条項付種類株式の取得等） 

 

 

 

 

・ 株式交換  

・ 株式移転  

・ 合併  

・ 会社分割  

・ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

・ 新製品又は新技術の企業化  

・ 業務上の提携又は業務上の提携の解消  

・ 孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取

得その他の孫会社の異動を伴う事項  

・ 固定資産の譲渡又は取得  

・ リースによる固定資産の賃貸借  

・ 新たな事業の開始  

・ 公開買付け又は自己株式の公開買付け 

 

 

・ その他上場会社の子会社等の運営、業務又は財

産に関する重要な事項 

 

 

※ 上場会社又はその子会社等と支配株主その他当取引所が定める者との間で行われている反復・継

続的な営業取引については、通常、企業行動規範に定める手続きの実施対象には含まれません。 
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【支配株主その他当取引所が定める者】 

※ 「支配株主その他当取引所が定める者」とは、次の（ａ）～（ｅ）のいずれかに該当する者をい

います。 

（ａ）支配株主 

（ｂ）上場会社と同一の親会社をもつ会社等（当該上場会社及びその子会社を除く。） 

（ｃ）上場会社の親会社の役員及びその近親者 

（ｄ）上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）の近親者 

（ｅ）上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）及び前号に掲げる者が議決権の過半数

を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社（当該上場会社及びその

子会社を除く。） 

支配株主その他当取引所が定める者の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する場合】 

※ 支配株主その他当取引所が定める者が「関連する場合」とは、原則として、支配株主その他当取

引所が定める者が、上場会社又はその子会社等との間の取引等の当事者となる場合とします。 

※ 「自己株式の取得」又は「自己株式の公開買付け」については、支配株主その他当取引所が定め

る者からの取得を前提としている場合に限ります。 

※ 上場会社又はその子会社等が行う「公開買付け」については、上場会社若しくはその子会社が支

配株主その他当取引所が定める者に対して行う公開買付け、又は、上場会社若しくはその子会社が

支配株主その他当取引所が定める者からの取得を前提として第三者株式に対して行う公開買付けに

限ります。 

※ 「公開買付け等に関する意見表明等」については、支配株主その他当取引所が定める者が上場会

社株式に対して行う公開買付け等に対する意見表明等、又は、第三者が支配株主その他当取引所が

定める者からの取得を前提として上場会社株式に対して行う公開買付け等に対する意見表明等に限

ります。 

※ 「新製品又は新技術の企業化」又は「新たな事業の開始」については、例えば、新製品等の主た

る取引先として支配株主その他当取引所が定める者を見込んでいる場合が該当します。 

※ ファンドが、支配株主その他当取引所が定める者に該当しない場合でも、支配株主その他当取引

所が定める者が、ファンドに出資している場合やファンドの業務執行等を行っている場合には、そ

の関与の実態に照らして「関連する場合」と判断することがありますのでご留意ください。 

支配株主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*実質的に議決権の過半数を所有している場合

に限る 

上場会社 

子会社 

親会社 

主要株主* 近親者 

会社等 

子会社 

子会社 

子会社 

役員 近親者 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 

(c) (c) 

(d) 

(e) 

 

(e) 
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② 企業行動規範に定める手続きの内容 

 

ａ．支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数

株主にとって不利益なものでないことに関する意見の入手 

ｂ．必要かつ十分な適時開示 

 

 

【支配株主との間に利害関係を有しない者】 

※ 「支配株主との間に利害関係を有しない者」には、例えば、買収防衛策導入会社の実務において

実施されている特別委員会に相当するような第三者委員会や、支配株主と利害関係のない社外取締

役又は社外監査役などが含まれます。 

 

【少数株主にとって不利益でないことに関する意見の入手】 

○ 意見の内容及び入手方法等に関する取扱い 

※ 「当該決定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見」の内容については、例え

ば、取引等の目的、交渉過程の手続き（合併比率等に係る算定機関選定の経緯、決定プロセスにお

ける社外取締役又は社外監査役の関与など）、対価の公正性、上場会社の企業価値向上などの観点

から総合的に検討を行ったうえで、当該決定が少数株主にとって不利益なものでないことについて

言及したものが考えられます。 

※ 合併、会社分割、株式交換及び株式移転等の組織再編行為に際して、支配株主と利害関係のない

算定機関から対価の公正性等に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得してい

る場合（当該評価において、少数株主にとって不利益でないことに関して言及されている場合に限

ります。）は、「意見の入手」を行ったものとして取り扱います。ただし、合併比率算定書等の取得

のみでは、「意見の入手」とは認められませんのでご留意ください。 

※ 複数の行為を伴う取引等（例えば、支配株主による公開買付けの実施後に、上場会社が全部取

得条項付種類株式の取得等による少数株主のスクイーズアウトを行うことを予定している場合な

ど）については、一連の行為を一体のものとみなして「意見の入手」を行うことで足りるものとし

ます。ただし、一連の行為とみなすことが適当でない場合にあっては、個々の行為に係る具体的な

内容等を決定する際に、個別に「意見の入手」を行うことが求められます。 

※ 支配株主との重要な取引等が上場会社の子会社等の決定に係るものである場合の取扱いは以下の

とおりとします。 

・ 上場会社の子会社等がその意思決定に際して支配株主との利害関係を有しない者から意見の

入手を行っている場合（当該意見が上場会社の少数株主にとって不利益でないことに係る内容

を含むものである場合に限ります。）は、上場会社が企業行動規範に基づく手続きを実施した

ものとして取り扱います（上場会社自身による別途の意見の入手は不要です。）。 

・ 子会社等が入手した意見をもって企業行動規範に基づく手続きを実施したものとする場合に

は、その旨及び当該子会社等が入手した意見の概要について、適時開示資料に適切に記載して

ください。 

 

○ 意見の入手の時期 

※ 通常、重要な取引等を決定する日までに「意見の入手」を行うことが求められます。ただし、

決定の際に当該重要な取引等に係る条件の全部又は一部が決まっていないため、適切な意見の形成

が困難と認められる事情がある場合については、後日の条件決定の際に「意見の入手」を行うこと

ができます（この場合、当初の適時開示において、意見の入手が未了である旨及び今後の見通しに

ついて言及いただくことが必要となります。）。 
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○ 第三者割当に係る遵守事項との関係 

※ 上場会社の議決権の希薄化率が２５％以上となる第三者割当を行う場合に、適時開示等規則第３

４条第１号に基づいて入手する意見において、当該第三者割当が少数株主にとって不利益なもので

ないことに関して言及されているときは、本企業行動規範に基づく「意見の入手」を行ったものと

して取り扱います。 

※ 上場会社の議決権の希薄化率が２５％未満の第三者割当を行う場合であっても、当該第三者割当

に係る募集株式等の割当てを受ける者が、支配株主その他当取引所が定める者である場合には、本

企業行動規範に基づく「意見の入手」が必要となります（当該第三者割当について適時開示を要す

る場合（当該第三者割当に係る払込金額の総額（新株予約権の割当てを行う場合には、当該新株予

約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額の総額）が１億円以上

である場合）に限ります。）。 

 

○ 適時開示に関する取扱い 

※ 入手した意見の概要については、支配株主との間の重要な取引等に関する適時開示資料に記載す

る形で開示することが必要となります（意見書を入手した場合に、意見書そのものの開示を求める

ものではありません。）。 

※ 詳細は、後述の「２．支配株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 

○ コーポレート・ガバナンスに関する報告書への記載 

※ 支配株主を有する上場会社は、支配株主との間の重要な取引等が、少数株主にとって不利益なも

のでないことに関する意見の入手方法等に関する基本的な考え方について、コーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書の記載項目である「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方

策に関する指針」に適切に反映していただくことが望まれます。 

【有価証券上場規程に関する取扱い要領10の４(1)等】 

 

○ その他 

※ 当取引所は、必要に応じて、上場会社が支配株主との重要な取引等に関する適時開示を行った際

などに、企業行動規範に基づく手続きの履行状況を証明する書類の提出等を求めることがあります。 

 

③ 適用時期 

  改正規則の施行日（平成２２年６月３０日）以降に上場会社又は上場会社の子会社等の業務執行を決

定する機関が、支配株主との重要な取引等に係る決定を行う場合から、上記①及び②に記載の対応が必

要となります。 

※ 改正規則の施行日以前において、既に適時開示が行われている支配株主との重要な取引等につい

て、施行日後に具体的な条件の決定等が行う場合は、適用対象に含まれません。 
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２．支配株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い 
 

※ 支配株主との重要な取引等に該当する上場会社又はその子会社に関する決定事実（前１．（２）

を参照。）について適時開示を行う場合には、決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加

えて、以下の「支配株主との取引等に関する事項」の開示が必要となります。 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について記

載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係の

ない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む。）の概要がわかるように記載する。 

 

 

※ 平成１８年１２月１４日付「合併等の組織再編、公開買付け、ＭＢＯ等の開示の充実に関する要

請について」（名証自規Ｇ第３５号）に基づく開示の充実にも、引き続き、ご対応いただくようお

願いいたします（当該要請の内容については、会社情報適時開示ガイドブックをご参照ください。）。 

 

 

以 上 


